
一

（
法
務
委
員
会
）

特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業

務
の
特
例
並
び
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
〇
号
）
（
衆

議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
現
下
の
宗
教
法
人
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
に

資
す
る
た
め
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
法
テ
ラ
ス
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
特
例
並
び
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産

の
処
分
及
び
管
理
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義

１

対
象
宗
教
法
人
と
は
、
著
し
く
公
共
の
福
祉
を
害
す
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

所
轄
庁
等
の
公
的
機
関
に
よ
り
解
散
命
令
の
請
求
が
行
わ
れ
又
は
事
件
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
宗
教
法
人
を
い
う
。

２

特
定
不
法
行
為
等
と
は
、
解
散
命
令
請
求
等
の
原
因
と
な
っ
た
不
法
行
為
、
契
約
申
込
み
等
の
取
消
し
の
理
由
と
な
る

行
為
そ
の
他
の
行
為
及
び
こ
れ
ら
と
同
種
の
行
為
で
あ
っ
て
、
対
象
宗
教
法
人
又
は
そ
の
信
者
等
に
よ
る
も
の
を
い
う
。

二
、
法
テ
ラ
ス
の
業
務
の
特
例



二

法
テ
ラ
ス
は
、
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
と
し
て
、
対
象
宗
教
法
人
の
被
害
者
に
つ
い
て
、
資
力
を
問
わ
ず
、
民
事
事

件
手
続
の
準
備
及
び
追
行
の
た
め
に
必
要
な
費
用
の
立
替
え
等
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
償
還
及
び
支
払
を
猶
予
し
、

か
つ
、
一
定
の
場
合
を
除
き
免
除
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
特
例

１

所
轄
庁
は
、
相
当
多
数
の
被
害
者
が
見
込
ま
れ
、
財
産
の
処
分
等
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
対
象
宗

教
法
人
を
指
定
宗
教
法
人
に
、
指
定
宗
教
法
人
の
要
件
に
該
当
し
、
財
産
の
隠
匿
又
は
散
逸
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

対
象
宗
教
法
人
を
特
別
指
定
宗
教
法
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
宗
教
法
人
に
対
し
不
動
産
の

処
分
等
を
少
な
く
と
も
そ
の
一
月
前
に
通
知
さ
せ
、
そ
の
処
分
等
を
公
告
す
る
ほ
か
、
財
産
目
録
等
の
作
成
及
び
所
轄
庁

へ
の
提
出
を
四
半
期
ご
と
に
行
わ
せ
る
。
通
知
を
せ
ず
に
な
さ
れ
た
不
動
産
の
処
分
等
は
、
無
効
と
す
る
。

２

被
害
者
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
特
別
指
定
宗
教
法
人
に
係
る
財
産
目
録
等
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
法
テ
ラ
ス
の
業
務
の
特
例
に
関
係
す
る
部
分
は
公
布
後
三
月
以
内
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
公
布
か
ら
十
日

を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
し
、
施
行
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
に
効
力
を
失
う
。
政
府
は
、
本
法
施
行
後
三
年
を
目
途

に
、
本
法
の
延
長
及
び
財
産
保
全
の
在
り
方
等
に
つ
き
検
討
を
加
え
、
必
要
に
応
じ
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


